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 近年、食を巡る消費者の安心・安全に対する関心の高まりから、生産流通過程を明確

にすることが求められています。そこで、岩手県水稲奨励品種・準奨励品種を対象に品

種識別を行うための DNA鑑定技術を確立しました。 
 定性分析では、異品種が５～１０％以上混入した場合に判定することが可能です。定

量分析では、異品種の混入割合を推定することができます。DNA鑑定にかかる所要時間
はおおよそ１日です。 
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岩手県水稲品種における混入米のＤＮＡ鑑定技術 

DNA鑑定を行う検体 
（玄米・白米など） 

定性分析 定量分析 

目的に応じて選択 

50ml 容量の
検体をミル
サーで粉砕 

2 粒ずつろ
紙に挟んで
乳棒で粉砕 

粉末 0.1g を
遠心チューブ
へ計りとる 

遠心チューブ
へ粉末を移す 

各検体 2反復 各検体 10反復

DNAの抽出 
 DNeasy Plant Mini Kit（キアゲン社）
使用。20検体で約 1時間 30分要する。

PCR（DNAの増幅） 
 目的品種に対応するマーカーを用い
て PCR を行う。試薬の調整及び反応に
は約 2時間要する。 

電気泳動及びデータ解析 
 4%メタファーアガロースゲルを作成
し、150Vで 2～3時間電気泳動を行う。
各検体の増幅 DNAの断片長の違いを泳
動の移動距離から確認する。 
 →品種の判定 
 ゲル作成から泳動まで約 4 時間要す
る。 

図 1 DNA鑑定の流れ（一例）

図 3 定量分析の例 
 M：サイズマーカー 
 1-10：2粒×10反復で解析 
 11：かけはし 
 12：いわてっこ 
 →20粒中 18粒がかけはし、2粒がいわてっこ 

この解析結果では、10%程度の混入率と判定 

図 2 定性分析の例 
 ・ひとめぼれにササニシキを 3%、5%、10%、

15%、20%、25%、30%の混合率で調整 
 ・他品種が混入すると、目的品種以外の位置に

バンドが検出される。 


